
名古屋市では、名古屋市内に本社機能等を移転又は新たに開設
する企業に対して、その事業に要する経費の一部を助成します。

申 請 期 限

対 象 企 業

本社機能等

■賃借型　  建物の賃貸借契約締結日の30日前まで
■所有型　  建築工事契約の締結日の30日前まで　

または建物の売買契約締結日の30日前まで

全　業　種
（法人格取得後、５年以上の企業が対象となります。）

研究開発において重要な役割を担うもの

調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門
その他管理業務部門（総務・経理・人事）、情報サービス事業部門事 務 所

研究施設

課

補助率・補助限度額補助対象経費補助金 その他

企業進出促進補助金
ICT企業、外資系企業、スタートアップ企業、
グロース企業が初めて名古屋市内に事業所（オ
フィス）を開設する場合

事業所（オフィス）
の賃借料の最大12
か月分

・補助率50％
・最大1000万円

本店登記移転加算
（100万円）

名古屋市内に50年
以上本社がある企業
が本社オフィスの新
増設を行う場合は補
助率20％

・補助率10％
・最大5億円

対象施設（建物）に
かかる固定資産税・
都市計画税の課税標
準額

産業立地強化促進補助金
名古屋市内に本社オフィス・オフィス・工場・
研究施設を新増設する場合

※詳しくはウェブサイト「名古屋ビジネス進出サポートサイト」をご覧ください。
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、その他管理業務部門（総務・経理・人事）、情報サービス事業部門

など本社機能等業務に供する延床面積の合計で、
それ以外の部分は含まないものとする。）

補助対象施設に勤務する

新たに本市内に住民登録する者であること
新たに愛知県内の自治体に住民登録をする者であること

補助対象施設に勤務する

店舗や住居等を申請する施設内に有しないこと

など本社機能等業務に供する延床面積の合計で、
それ以外の部分は含まないものとする。）

所有型については土地の購入費、造成費、建物の改修費、撤去費は対象外となります。 ５

店舗や住居のほか、工場・倉庫・サービス事業所など本社機能等業務以外の事業を行う施設を含む場合は、原則本補助制度の対象となりません。なお、本社機能等業務とそれ以
外の業務等で共用する部分がある場合、その主な利用が本社機能等業務であれば補助対象に含みます。


